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グリーン調達基準書 改訂履歴 

版数 改訂日 改訂内容 

Rev1.0 2001/07/01 初版制定 グリーン購入の開始 

Rev2.0 2002/09/02 部分改訂 取引先の化学物質調査への対応の為、調査対象物質の追加 

Rev3.0 2004/07/01 全面改訂 海外法規制･国内取引先への対応を強化する為、製品の化学

物質含有･製造工程での使用に関する基準の設定 化学物質含有管理

の可能な購入先からの優先購入基準の設定など 

Rev4.0 2005/07/22 部分改訂 環境方針 2005 年 7 月度版に変更 

Rev5.0 2006/11/01 全面改訂 発行責任者の変更、購入先調査票及びその運用方法変更。

日本語版のみ本基準書のタイトル変更（Rev5.0 グリーン調達基準書。

Rev4.0 以前 グリーン購入基準書） 

Rev5.1 2007/09/05 部分改訂 発行責任者の変更、第４章「取説・保証書類」の採用基準

を変更、付属資料「参考」に注意事項を追加、付属資料「別紙１～７」

を改版 

Rev6.0 2008/10/9 全面改訂 発行責任者に開発本部長を追加。JIG101A/JGPSSI tool 

v3.34 対応のため、調査対象化学物質レベル A に PCT 類を追加、ｶﾄﾞﾐｳ

ﾑの閾値を 75ppm から 100ppm へ変更。第４章 包装材・印刷物に関する

採用基準を見直し。別紙４～７「包装材・印刷物に関する自己宣言書」

を改版。別紙８「製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書」を

追加。 

Rev7.0 2010/11/30 全面改訂 発行責任者変更 

環境方針変更 
【３】調査方法について 調査票に本基準書の関連書類追記 

【４】調査内容に採用製品・部品に関して弊社から依頼があった際、

関連する書類の提出を追記 

【５】採用製品・部品の調査と要求事項 ③について、PFOS の規制に

関する化審法の改正が2009/11月に施行見込みから2010/4月施行に変

更 

第３章 有害化学物質の調査基準について使用禁止化学物質の不使用

および製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用の調査を必要に応じて

ではなく必ず調査を行うことに変更。別紙１「使用禁止化学物質の不

使用証明書」を改版。 

第４章 包装材・印刷物に関する採用基準を見直し。別紙４「包装材・

印刷物の採用基準に関する自己宣言書」を改版。別紙５、６、７は別

紙４に統合。 
Rev8.0 2011/08/04 全面改訂 

第 3 章有害化学物質の調査基準を国内外の法規制か

ら JIG に変更。禁止物質・管理物質の用語定義追加。

別紙３「RoHS 対応自己宣言書」改版。 

包装材・印刷物の採用基準変更（再生紙または森林認

証紙の利用、環境に配慮した印刷インキについて、採

用基準から推奨事項に変更）に伴い、別紙４「包装材・

印刷物の採用基準に関する自己宣言書」を改版。 

包装材・印刷物の用語定義追加 
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はじめに 

 
株式会社アイ・オー・データ機器は地球環境の保護･保全が世界的

な重要課題であることを認識し、弊社環境保全活動の取組みの一環と
して2001年７月からお取引先様のご協力のもとグリーン調達を推進
してまいりました。 

近年、環境意識の高まりのもと環境関連法の制定や強化、企業の環
境保全活動に対する社会的責任がますます強く求められるようにな
ってきております。弊社でもこのような要求に応えて、当グリーン調
達基準を適宜見直してまいりました。 

弊社グリーン調達に当たりましては、お取引先様の環境保全活動の
認証取得状況、実施状況、化学物質に関する管理状況、それらの活動
に基づく使用禁止物質の不使用・非含有の保証体制などを確認・評価
させて頂いております。特に欧州 RoHS 指令である鉛･カドミウムな
どの 6 物質についてはより一層混入のリスクを抑えるべくお取引先
様での管理徹底、適切な情報提供をお願い致しております。 

弊社は、より安全で環境にやさしい製品･部品の調達に努め、「顧客
に愛される商品創り」の方針の基、お客様に安心してご購入頂けるよ
うにと考えております。お取引先様におかれましては、かけがえのな
い地球環境を次世代に引き継いでいくために今後とも弊社のグリー
ン調達にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
201１年８月 

株式会社アイ･オー･データ機器  
 
 

生産購買部 部長 土田智己 
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第 1 章 環境方針 
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第 2 章 グリーン調達活動 
（株）アイ・オー・データ機器は、より安全で環境にやさしい製品・部品を優先的に

調達するために、お取引先様の自主的な環境保全活動の実施状況、製品や工程におけ

る環境負荷物質の不使用･削減状況などを調査し、評価させて頂き、評価の高いお取引

先様からの購入を優先することでグリーン調達活動を推進致します。 

 

【１】グリーン調達基準書の適用範囲 

本基準書は弊社製品と製品を構成する部品を直接及び弊社の子会社･関連会社を通

じて購入させて頂くお取引様に適用致します。 

製品に使用する梱包材や付属品の購入においても適用致しますが、製品輸送用の梱

包材や設備什器関係及び文具等の事務用品の購入においては適用致しません。 

 

【２】評価の高いお取引先様からの優先購入について 

お取引様の環境保全活動の実施状況及び化学物質管理状況が、弊社のグリーン調達

基準を満足していない場合は購入自体を再検討し、充分満足しているお取引様から

の購入を優先させて頂きます。 

 

【３】調査方法について 

本基準書に関する調査は、下記のように実施します。 

調査対象 目的 調査票 

取引先 環境負荷の少ない企業からの

購入を優先するため 

新規購入先選定チェックシート又は

購入先調査シート 

グリーン調達関連書類（別紙１、８）

採用製品・

部品 

弊社基準に合致した製品・部

品の採用を推進するため 

JAMP AIS 入力支援ツールで作成され

た XML ファイル(JAMP AIS データ) 

グリーン調達関連書類（調査回答ツー

ル、別紙２～４） 
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第 2 章 

【４】調査内容について 

  調査は下記の通りです。 

（１） 環境保全活動の実施状況 

① ISO14001 の認証を取得していますか。 

取得であれば、取得日、未取得であれば予定の有無についてご回答下さい。 

② その他環境に関する認証規格の有無、その内容及び今後の取得予定

(ISO14001 以外)）についてご回答下さい。 

③ 環境方針、目的･目標、活動状況などを記入して下さい。 

④ 環境管理責任者の方の氏名、役職を記入して下さい。 

（２） 化学物質管理の状況 

① 弊社指定の使用禁止化学物質で禁止されている化学物質を含まないこと、

使用管理化学物質の含有有無を宣言でき、その回答が正しいことを保証で

きますか。 

保証できる場合は、別紙１『製品含有化学物質の使用／不使用宣言書』お

よび別紙８『製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書』を提出して

下さい。 

② 採用製品・部品に対して弊社より依頼した際、『JAMP AIS(JAMP 様式アーテ

ィクルインフォメーションシート)入力支援ツールで作成された XML ファ

イル』を提出してください。対応できない場合は、参考２・別紙２『JGPSSI

様式』、または 別紙３『RoHS 対応自己宣言書』を提出してください。 

（３）包装材に関する状況 

① 有害物質に関する国内外の法規制および環境性能についての状況を確認

するため、採用製品・部品に対して弊社より依頼した際、別紙４『包装材

の採用基準に関する自己宣言書』を提出してください。 

 6 - 



 

ＥＤ１０７Ａ -

 

 

 

第 2 章 

【５】機密保持 

入手した内容は、グリーン調達関連以外の目的には利用いたしません。また弊社

内でのみ使用し、外部に公表することはありません。 

 

【６】グリーン調達基準書に関する窓口 

・ 取引先評価関連  ： 生産購買部 

・ 製品・部品評価関連： 技術部 

・ 本基準書等制度全般： 品質保証部 
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第 3 章 有害化学物質の調査基準 
【１】目的 

全ての採用製品・部品を対象として、日米欧の業界団体（日本：グリーン調達調査

共通化協議会（JGPSSI）、米国：全米家電協会（CEA）、欧州：（DIGITALEUROPE））が定

めたジョイント・インダストリー・ガイドライン JIG（Joint Industry Guide）に

基づいた化学物質の含有調査、評価を行うことにより効率の良い調査を行うことを

目的とします。 

 

【２】定義 

・使用禁止化学物質 

対象製品・部品への含有が禁止される物質。ＪＩＧ法規制対象の基準Ｒに選定

される物質で国内の法規制にて禁止されている物質です。 

 

・使用管理化学物質 

対象製品・部品への含有を把握しておかなければならない物質。ＪＩＧ法規制

対象の基準Ｒに選定される物質で国外の法規制にて禁止・制限されている物質

です。 

 

【３】調査対象化学物質と閾値レベル 

対象化学物質は、ＪＩＧで示された物質(群)に準拠しています。物質群に含まれる

例示物質や用語・定義は、JIG-101 Ed4.x を参照してください。 

《使用禁止化学物質 》 

No.
報告対象
Reportable Application(s)

1
すべて
All

2
すべて
All

3
すべて
All

4
すべて
All

5
すべて
All

6

化学物質の審査および製造
等の規制に関する法律（化審
法）の規制除外用途除くすべ
て
All, except exempted uses for
Japan Law concerning the
evaluation of chemical

7
すべて
All

8
すべて

オゾン層破壊物質（モントリ
オール議定書対象物質）

Ozone-depleting substances
(Substances cited by the

意図的添加
Intentionally added

放射性物質 Radioactive Substances
意図的添加

2-（2H-1，2，3-ベンゾトリア
ゾール-2-イル）-4，6-ジ-ｔｅｒｔ

2-(2H-1,2,3-Benzotriazol-2-
yl)-4,6-di-tert-butylphenol

意図的添加
Intentionally added

ペルフルオロ（オクタン-１-ス
ルホン酸）
（別名ＰＦＯＳ）又はその塩

Perfluoro(octane-1-sulfonic
acid) (Synonym: PFOS) or its
salts

意図的添加または材料中の0.1 重
量%(1,000ppm)
Intentionally added or 0.1% by weight
(1000 ppm) in material

ポリ塩化ナフタレン（塩素数３
以上のものに限る）

Polychlorinated naphthalenes
(with 3 or more chlorine

意図的添加
Intentionally added

ビス（トリブチルスズ）＝オキ
シド  (TBTO)

Bis (tri-n-butyltin) oxide
(TBTO)

意図的添加、または製品の0.1重
量%(1,000 ppm)

対象化学物質  Substances
閾値レベル（報告レベル）
Threshold Level (Reporting level)

アスベスト類（又は石綿） Asbestos
意図的添加
Intentionally added

ポリ塩化ビフェニル（PCB） Polychlorinated biphenyl
意図的添加
Intentionally added

All Intentionally added  
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《使用管理化学物質》 

No.
報告対象
Reportable Application(s)
電池とEU 指令2002/95/ECおよび2005/618/ECの
規制除外用途除くすべて
All, except batteries and exempted uses for EU
Directive 2002/95/EC and 2005/618/EC
電池
Batteries
下記に示す対象以外とEU 指令2002/95/ECおよ
び2005/618/ECの規制除外用途除くすべて
All, except as noted below and exempted uses for
EU Directive 2002/95/EC and 2005/618/EC
主として12歳以下の子供向けの消費者製品
Consumer products designed or intended primarily
for children 12 years of age or younger
玩具及び子供向け製品の塗料又は表面塗装
Paint and similar surface coatings of toys and
other articles intended for use by children
熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂で被覆された
電線・ケーブル又はコード
Cables/cords with thermoset or thermoplastic
coatings
電池
Batteries

11

EU 指令2002/95/ECおよび2005/618/ECの規制
除外用途除くすべて
All, except exempted uses for EU Directive
2002/95/EC and 2005/618/EC
電池とEU 指令2002/95/ECおよび2005/618/ECの
規制除外用途除くすべて
All, except batteries and exempted uses for EU
Directive 2002/95/EC and 2005/618/EC
電池
Batteries

13
すべて
All

14
すべて
All

15
すべて
All

16
すべて
All

17
織物と皮革
Textiles and leather

18
すべて
All

19
すべて
All

20
すべて
All

21
長時間皮膚に接する場合はすべて
All, where prolonged skin contact is expected

22
玩具または育児用品
Children's toy or child care article

23
子供の口に入る玩具または育児用品
Children's toy or child care article that can be
placed in a child's mouth

24
すべて
All
複合木材(合板、パーティクルボード、中密度ファイ
バーボード)製品または部品
Composite wood (plywood, particle board, medium
density fiberboard) products or components
織物
Textiles

26
すべて
All

27

(a) 皮膚と接触することを意図する織物および皮革
製品、
(b) 育児用品、
(c) 2 液性室温硬化モールディングキット（RTV-2
シーラントモールディングキット）
(a) textile and leather articles intended to come
into contact with the skin,
(b) childcare articles
(c) two-component room temperature

第 3 章 

g kits (RTV-2 moulding kitsvulcanisation mouldin )

対象化学物質  Substances
閾値レベル（報告レベル）
Threshold Level (Reporting level)

ジブチルスズ化合物（DBT) Dibutyltin (DBT) compounds
スズ元素として、材料中の0.1 重量%(1,000
ppm)

フタル酸エステル類
グループ2
(DIDP/DINP/DNOP)

Selected Phthalates
Group 2 (DIDP, DINP, DNOP)

可塑化した材料の0.1重量% (1,000ppm)
0.1% by weight (1 000 ppm) in plasticized
material

ジメチルフマレート（フマル酸
ジメチル）

ジオクチルスズ化合物(DOT) Dioctyltin (DOT) compounds
スズ元素として、材料中の0.1 重量%(1,000
ppm)
0.1% by weight (1000 ppm) of tin in a material

25 ホルムアルデヒド Formaldehyde

意図的添加
Intentionally added

織物製品の0.0075重量% (75 ppm)
0.0075% by weight (75 ppm) of textile product

Dimethyl fumarate
材料中の0.00001重量% (0.1 ppm)
0.00001% by weight (0.1 ppm) in a material

ニッケル Nickel
意図的添加
Intentionally added

フタル酸エステル類
グループ1 (BBP/DBP/DEHP)

Selected Phthalates
Group 1 (BBP, DBP, DEHP)

可塑化した材料の0.1 重量% (1,000ppm)
0.1% by weight (1000 ppm) in plasticized

フッ素系温室効果ガス(PFC,
SF6, HFC)

Fluorinated greenhouse gases
(PFC, SF6, HFC)

意図的添加
Intentionally added

過塩素酸塩 Perchlorates
製品の0.0000006重量% (0.006ppm)
0.0000006% by weight (0.006 ppm) of the

一部の芳香族アミンを生成す
るアゾ染料・顔料

Certain azocolorants and
azodyes in texile and leather

仕上がり織物/皮革製品の0.003 重量% (30
ppm)

三置換有機スズ化合物
Tri-substiituted
organostannic compounds

意図的添加またはスズ元素として、材料中の
0.1 重量%(1,000 ppm)

ポリ塩化ターフェニル類(PCT
類)

Polychlorinated
Terphenyls(PCTs)

材料の0.005 重量%(50ppm)
0.005% by weight (50 ppm) in material

短鎖型塩化パラフィン(炭素数
10～13)

Certain Short Chain
Chlorinated Paraffins (C10-

製品の0.1 重量%(1,000 ppm)
0.1% by weight (1000 ppm) of the product

ポリ臭化ビフェニル類 （PBB
類）

Polybrominated biphenyls
(PBBs)

均質材料の0.1重量% (1,000 ppm)
0.1% by weight (1000 ppm) in homogeneous

ポリ臭化ジフェニルエーテル
類（PBDE類）

Polybrominated
diphenylethers (PBDEs)

意図的添加または均質材料の0.1重量%
(1,000ppm)

均質材料中の六価クロムの0.1 重量%(1,000
ppm)
0.1% by weight (1000 ppm) of chromium (VI)
in homogeneous materials

12 水銀/水銀化合物 Mercury/mercury compounds

意図的添加または均質材料中の水銀の0.1
重量%(1,000 ppm)
Intentionally added or 0.1% (1 000 ppm) of
mercury in homogeneous material
電池中の水銀の0.0001 重量% (1ppm)
0.0001% by weight (1 ppm) of mercury in of

均質材料中のカドミウムの0.01 重量%(100
ppm)
0.01% by weight (100 ppm) of cadmium in
homogeneous materials
電池中のカドミウムの0.0005 重量%(5 ppm)
0.0005% by weight (5 ppm) of cadmium in

10 鉛/鉛化合物 Lead/lead compounds

均質材料中の鉛の0.1 重量% (1,000ppm)
0.1% by weight (1 000 ppm) of lead in
homogeneous materials

子供用製品中の鉛の0.03 重量% (300ppm)
0.03% by weight (300 ppm) of lead in the
children’s product
表面塗装中の鉛の0.009 重量% (90ppm)
0.009% by weight (90 ppm) of lead in surface
coating

表層被覆中の鉛の0.03 重量% (300ppm)
0.03% by weight (300 ppm) of lead in surface
coating

電池中の鉛の0.004 重量% (40ppm)
0.004% by weight (40 ppm) of lead in battery

9 カドミウム/カドミウム化合物
Cadmium/cadmium
compounds

六価クロム化合物 Chromium VI compounds
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第 3 章 

【４】採用基準 

製品・部品に対して、以下を採用基準とします。 

・使用禁止化学物質を含有していないこと 

・製造工程にオゾン層破壊物質を使用していないこと。 

 

【５】推奨事項 

採用基準ではありませんが、製品・部品の環境負荷低減や弊社お取引様が要求・制

限しているため、以下の項目へのご協力をお願いします。 

 

・使用管理化学物質を含有しないこと。 

・プラスチック材料はリサイクル可能である事を示す為に ISO 1043/11469 (JIS 

K6899/K6999)に従い表示を行って下さい。質量 25ｇ未満の部品については除外

しますが、表示可能面積(200mm²以上)が有れば可能な限り表示を行って下さい。

但し、ケーブル、ケーブルアセンブリについては除外します。 

・可能な限りポリ塩化ビニル（PVC）の使用を回避したいと考えています。代替可

能な場合は、代替物をご提案戴きますようお願い致します。 

 

【６】提出書類およびデータ 

 ・製品含有化学物質の使用／不使用宣言書（別紙 1） 

 ・製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書（別紙８） 

・JAMP AIS 入力支援ツールで作成された XML ファイル(JAMP AIS データ) 

 ・JAMP AIS データが対応出来ない場合は、グリーン調達 調査回答ツールによる 

JGPSSI 様式（参考２、別紙２）または RoHS 対応自己宣言書（別紙３） 

 

【７】参考 

・JAMP 

  http://www.jamp-info.com/

・JGPSSI 

  http://www.jgpssi.jp/
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第 4 章 包装材・印刷物に関する採用基準 
【１】目的 

包装材や印刷物について採用基準を明確にすることにより環境性能（３Ｒ設計、有

害物質の非含有など）を向上することを目的とします。 

また、国内外の法令（容器包装リサイクル法（国内）、包装材規制（欧州、米国）

など）を基準に含みます。 

 

【２】包装材・印刷物の定義 

・包装材 

包装材とは、製品本体や付属品を包装するものであり、以下の 1)～5)を指します。 

1)個装箱･･･製品本体、付属品全てを収納する箱 

製品本体が見えるブリスタパックの片面や袋に差し込むコートボ

ール 

2)内装箱･･･個装箱内に製品本体や付属品を個別に収納する箱 

3)仕切り･･･個装箱内に製品本体や付属品のスペースを分割する板状の包装材 

4)包装材用プラスチック類 

･･･製品本体を衝撃などから破損することを防ぐためのプラスチック

製の緩衝材（エアキャップ、発泡スチロールなど）や、付属品を収

納する袋、製品本体が見えるブリスタパック 

5)シール類･･･包装材に貼るシール 

製品本体および付属品に貼るシール、付属品の場合は除く 

・紙またはコートボールとダンボールの複合材※1 

容器包装リサイクル法では、紙とプラスチックの包装材について材質表示が義務付

けられています。紙またはコートボール単体であれば、材質は「紙」と表示します。

紙またはコートボールとダンボールの複合材の場合は、紙またはコートボール部分

の質量比で、ダンボールの質量の比率が 50％を超える場合は「ダンボール」、50%

以下の場合は「紙」と表示します。 

 
・印刷物 

印刷物とは 1)～5)の包装材及び取扱説明書、差し込みなどの紙に文字や絵、写真な

どの画像を印刷したものを指します。 
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 第 4 章 
 

【３】採用基準 

包装材に対して、以下を採用基準とします。 

1)鉛／カドミウム／六価クロム／水銀の含有量が 100ppm 以下であること。 

2)有機ハロゲン化合物の使用禁止。 

3)ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）の使用禁止（塗料、インク用途は除く） 

4)包装材が紙またはコートボールとダンボールの複合材の場合、ダンボールの質量

が 50％を超えること。 

5)1)から 4)の採用基準について、『包装材の採用基準に関する自己宣言書（別紙

４）』にて回答すること。 

 

【４】推奨事項 

採用基準ではありませんが、包装材、印刷物の環境負荷低減のため、以下の項目を

推奨します。 

・再生紙、森林認証紙等環境に配慮した紙の採用 

・植物性インク、水性インク等環境に配慮したインクの採用 

 

【５】提出書類 

・包装材の採用基準に関する自己宣言書（別紙４） 
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参考）新規購入先選定チェックシート又は購入先調査シートの例 参考）新規購入先選定チェックシート又は購入先調査シートの例 
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新規購入先選定チェックシートからの抜粋 新規購入先選定チェックシートからの抜粋 
  

品質保証関連 

１） 品品ISO9001 

取取（ 取取取：   年  月）  、  未取取 ＊予予予り（ 予予取：   年  月）

２） 品品品品、方方を記記記ささ。  

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

３） 品品品品品品品 

       予（別別③に記記しし記ささ）  、  無 

 

４） 品品品品品品は技技、製製品品かか独独ししさししか。      はさ 、  ささい 

 

５） 御御の品品品品品品品 

 

  氏氏                 役役氏 

６） 品品品品に関しす認品認認の予無、その内内内び今今の取取予予（ ISO9001を除く ）  

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

 

環境保全関連 

１） 環環に関しす認品認認の予無、その内内内び今今の取取予予 

  予） 認品認認氏：            無） 取取予予認認氏：         

 

                       取取予予取：    年  月   

 

２） 環環方方、品目・ 品品・活活活活を記記記ささ。（ 別別別別でで可）  

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

３） 御御の環環品品品品品 

 

  氏氏   

 

ＥＤ１０７Ａ -

品質保証関連 

１） 品品ISO9001 

取取（ 取取取：   年  月）  、  未取取 ＊予予予り（ 予予取：   年  月）

２） 品品品品、方方を記記記ささ。  

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

３） 品品品品品品品 

       予（別別③に記記しし記ささ）  、  無 

 

４） 品品品品品品は技技、製製品品かか独独ししさししか。      はさ 、  ささい 

 

５） 御御の品品品品品品品 

 

  氏氏                 役役氏 

６） 品品品品に関しす認品認認の予無、その内内内び今今の取取予予（ ISO9001を除く ）  

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

 

環境保全関連 

１） 環環に関しす認品認認の予無、その内内内び今今の取取予予 

  予） 認品認認氏：            無） 取取予予認認氏：         

 

                       取取予予取：    年  月   

 

２） 環環方方、品目・ 品品・活活活活を記記記ささ。（ 別別別別でで可）  

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

３） 御御の環環品品品品品 

 

  氏氏                 役役氏 

４） その他 

・ 法目法法ななで禁禁ささしさす化化化品を含しなさままを品品ででししか。  

はさ・ ささい

 

・ 品品でです場場は別別④「使使禁禁化化化品の不使使品不不」 を提提記ささ。  

    
  

(株)アイ・オー・データ機器 

4/9 
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別紙１）製品含有化学物質の使用／不使用宣言書 
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参考１）JAMP AIS 入力支援ツール <イメージ> 

   回答は JAMP AIS 入力支援ツールにて作成した XML データにてお願いします。 

報告物質は、下記の通り選択、報告してください。

  GADSL ： 1.GADSL を対象とする 

  JIG  ： 1.JIG を対象とする 
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参考２）グリーン調達 調査回答ツール（JGPSSI 様式 Excel 版）<イメージ> 

   回答は Excel の調査回答ツールにて作成した JGPSSI 様式データにてお願いします。 
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JGPSSI 様式のオプション項目を使用しています。 
この項目を忘れずに記入下さい。 
回答元項目１：RoHS 対応の可否 
       1:対応済み 2:未対応 
回答元項目２：対応予定時期 
回答元項目３：データの性質 
        1:分析値 2:設計仕様 

全てのデータが

入力終わった際

に「エラーチェ

ック」ボタンを

クリックしてく

ださい。 
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別紙２）グリーン調達 調査回答ツール（JGPSSI 様式手書き版） 

JGPSSI Ver3.34準拠
【依頼元および回答元の情報】

【部品の基本情報】

個 kg cm2 他（　　　） （g）

【含有化学物質情報－含有判定／総含有量】
物質群
分類
No.

総含有量
（mg）

物質群
分類
No.

A05 Y N A01 Y N
A07 Y N A02 Y N
A09 Y N A03 Y N
A10 Y N A04 Y N
A17 Y N A11 Y N
A18 Y N A13 Y N
B02 Y N B07 Y N
B03 Y N B08 Y N
B05 Y N C05 Y N
B06 Y N
B09 Y N
C01 Y N
C02 Y N  ：記入箇所 赤字  ：記入必須項目
C04 Y N
C06 Y N 【含有化学物質－詳細情報】

分類No. ﾁｪｯｸ欄

B05

B06
B09
C01

C04
C06
A01
A02
A03
A04
A11
A13
B07
B08
C05

Form ED107A-08-06

レベ
ル 分類項目

使用用途･目的

アスベスト類
一部のアゾ染料・顔料

ポリ塩化ナフタレン（塩素数が3以上）

臭素系難燃剤
ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)およびポリ塩化ターフェニル類(PCT類)

Cd-RE-98 :100ppm以下のカドミウムを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

トリブチルスズ（TBT）及びトリフェニルスズ（TPT）

回
答
元
の
情
報

Cd-J-0   :100ppmを超えるカドミウムを含むその他の用途(*右欄に詳細記入 )

Cd-J-99  :100ppmを超えるカドミウムを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

Cd-E-1   :厚膜ペースト

Cd-E-2   :電気自動車のバッテリー

ポリ臭化ビフェニール類（PBB類）

短鎖型塩化パラフィン（炭素数10～13）

酸化トリブチルスズ（TBTO)

総含有量
（mg）

グリーン調達　調査回答ツール（JGPSSI様式手書き版）

会社名

電話番号

依
頼
元
の
情
報 FAX番号

E-MAILアドレス
備考

含有判定物質群

アンチモン/アンチモン化合物

セレン/セレン化合物

ヒ素/ヒ素化合物

水銀/
水銀化合物

含有化学物質に関する
追記事項

レベ
ル

レ
ベ
ル
B

一部のフタル酸エステル

ビスマス/ビスマス化合物
ニッケル

ポリ塩化ビニル（PVC）

ベリリウム/ベリリウム化合物

Pb-E-1   :機械加工目的のアルミニウム  (0.4＜Pb≦1.5wt%)

Pb-E-6   :鉛が0.5wt％以下の流体ハンドリング・パワートレーン用エラストマーの加硫剤
　　　　　及び安定剤

C02-J-1  :皮革製品及び繊維製品であって、人体に持続的に触れる用途

C04-J-0  :全て（*右欄に詳細記入）

B03

B02-J-99 :1000ppmを超えるＰＢＢを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

B02-J-0  :1000ppmを超えるＰＢＢを含む、その他の用途（*右欄に詳細記入）

B02-R-0  :1000ppm以下のＰＢＢを含む、その他の用途（*右欄に詳細記入）

B02-R-98 :1000ppm以下のＰＢＢを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

B03-J-99 :1000ppmを超えるＰＢＤＥを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

ポリ臭化ジフェニル
エーテル類(PBDE類)

B03-J-0  :1000ppmを超えるＰＢＤＥを含む、その他の用途（*右欄に詳細記入）

B03-R-0  :1000ppm以下のＰＢＤＥを含む、その他の用途（*右欄に詳細記入）

B03-R-1  :ポリマー製品へのDeca ＢＤＥ

B02

Pb-RE-1  :CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス

Pb-RE-2  :電子セラミック部品

Hg-J-0   :1000ppmを超える水銀を含むその他の用途(*右欄に詳細記入 )

Pb-E-2   :機械加工目的のアルミニウム  (Pb≦0.4wt%)

Pb-E-3   :ベアリングシェル/軸受(合金）

Pb-E-4   :バッテリー

Pb-E-5   :制振装置(バイブレーションダンパ)

Hg-E-1   :ディスチャージランプ,計器パネルディスプレイ

住所
部署名

記入者名

改訂日
YYYY/MM/DD

Pb-R-10  :ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有する直線状白熱電球の鉛

Pb-R-9   :鉛青銅製の軸受胴とブッシング

Pb-R-6   :光学ガラス、フィルターガラス

Pb-R-14  :液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ランプの前部および後部基板を接合
　　　　　するために使用されるガラスの中の酸化鉛

Pb-R-13  :非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)における、主アマルガムとしての特
　　　　　定の組成物PbBiSn-HgおよびPbInSn-Hg、ならびに補助アマルガムとしてのPbSn-Hg
　　　　　の鉛

Cd-E-3   :運転補助装置に使用されるガラス基材中の光学部品（カメラ等）

六価クロム/六価クロム化合物
鉛/鉛化合物
水銀/水銀化合物

物質群

Cd-R-0   :100ppm以下のカドミウムを含むその他の用途(*右欄に詳細記入 )

Cd-R-1   :ＥＵ指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を除く電気
　　　　　接点とめっき

Cd-R-2   :光学ガラス、フィルターガラス

Hg-R-4   :その他のランプ

鉛/鉛化合物

Pb-E-7   :鉛が0.5wt％以下のパワートレーン用エラストマーの接着剤

Pb-E-8   :電子基板及びその他の電気部品のはんだ

Pb-R-16  :光ファイバー通信システムにしようされるR1G(希土類鉄ガーネット)
　　　　　ファラデー回転子に不純物として含まれる鉛

Pb-R-17  :ピッチが0.65mm以下でNiFeリードフレームを持つコネクタ以外の微細ピッチコン
　　　　　ポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛、また、ピッチが0.65mm
　　　　　以下で銅リードフレームを持つコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上
　　　　　げ処理が施された部位に含まれる鉛

Pb-R-19  :構造要素に用いられるプラズマ表示盤(PDP)および表面伝導電子エミッタ表示盤
　　　　　(SED)に含まれる酸化鉛。特に、前後ガラス誘電体層、バス電極、ブラックスト
　　　　　ライプ、アドレス電極、バイラリブ、シールフリット、フリットリング、および
　　　　　プリントペーストに含まれる酸化鉛

Pb-R-15  :ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキに含まれる鉛

Pb-R-5   :熱伝導モジュールＣリング用コーティング材

Pb-R-12  :BSP(BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして、および
　　　　　SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)等の蛍光体を含む、ジアゾ印刷複写、リソグラフィ、
　　　　　捕虫器、光化学、硬化処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの蛍光体の
　　　　　付活剤としての鉛(重量比1%以下の鉛)

Cr-E-3   :キャラバン車の(吸着)冷蔵庫

Cr-RE-98 :1000ppm以下の６価クロムを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

Cr-J-0   :1000ppmを超える６価クロムを含むその他の用途(*右欄に詳細記入 )

レベ
ル

レ
ベ
ル
A

名称

カドミウム/
カドミウム化合物

オゾン層破壊物質
放射性物質

カドミウム/カドミウム化合物

レ
ベ
ル
B

レ
ベ
ル
Ａ

Pb-R-11  :プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電（HID）ランプ中の放
　　　　　射媒体としてのハロゲン化鉛

Pb-RE-3  :鉛が0.35wt％以下の鋼材（亜鉛めっき、快削鋼を含む）

Pb-RE-4  :鉛が4wt％以下の銅合金（真鍮、りん青銅等）

Pb-R-1   :鉛が0.4wt％以下のアルミニウム材料

A05

A07

メーカー名 メーカー型番

ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類）

回答元記入日(YYYY/MM/DD)

ＤＵＮＳナンバー

含有判定

調査単位データバージョン 調査単位質量

A10

Pb-E-9   :鉛が0.4wt％以下のブレーキライニングの摩擦材中の銅

Pb-E-10  :バルブシート

Pb-E-11  :起爆剤

Pb-RE-98 :1000ppm以下の鉛を含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

Hg-J-99  :1000ppmを超える水銀を含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

Hg-R-0   :1000ppm以下の水銀を含むその他の用途(*右欄に詳細記入 )

Hg-R-1   :水銀が1本当たり5mgを超えないコンパクト蛍光ランプ

Hg-R-2   :水銀が各閾値を超えない一般照明用の直管形蛍光ランプ

Hg-R-3   :特殊用途用の直管形蛍光ランプ

部品名称部品番号

物質群

Pb-R-2   :高融点はんだ（85wt％を超える鉛を含む鉛合金）

Pb-R-0   :1000ppm以下の鉛を含む、その他の用途（*右欄に詳細記入）

六価クロム/
六価クロム化合物

Cr-R-0   :1000ppm以下の６価クロムを含むその他の用途(*右欄に詳細記入 )

Cr-R-1   :吸収型冷蔵庫中のカーボン･スチール冷却システムの防錆用

Cr-E-1   :防錆コーティング（下記Cr-2以外）

Cr-E-2   :車体部ボルトナット組立て関係の防錆コーティング

E-MAILアドレス

ポリ塩化ビフェニル類
(PCB類)および

ポリ塩化ターフェニル類
(PCT類)

ポリ臭化ビフェニール
類(PBB類)

Pb-J-99  :1000ppmを超える鉛を含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

Pb-J-1   :300ppmを超える鉛を含む、塩化ビニル電線への使用

Pb-J-0   :1000ppmを超える鉛を含む、その他の用途（*右欄に詳細記入）

Pb-R-3   :サーバー,ストレージ及びストレージ･アレイ･システム、交換、シグナリング、
　　　　　伝送及び通信ネットワーク管理のためのネットワーク・インフラ機器用のはんだ

Pb-R-7   :85wt%未満 80wt%を超える鉛を含むマイクロプロセッサのピンとパッケージ接合
　　　　　用の2種類を超える元素で構成されるはんだ

Hg-RE-98 :1000ppm以下の水銀を含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

B03-R-98 :1000ppm以下のＰＢＤＥを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

A17-J-1  :水周り(厨房や浴槽で使用するもの)

Pb-R-4   :コンプライアントピン・コネクタ

Pb-R-8   :Flip Chip ICパッケージ内で半導体のダイとキャリアー接合用のはんだ

整理番号
依頼元記入日(YYYY/MM/DD)

会社名
ＤＵＮＳナンバー

部署名
担当者名

電話番号
FAX番号

Cr-J-99  :1000ppmを超える６価クロムを含む：不純物／リサイクル材料／コンタミネーション

A09

ヒ素

ポリ塩化ナフタレン
短鎖型塩化パラフィン

アスベスト類

オゾン層破壊物質

A17-J-2  :印刷用インキ、防腐剤、かび防止剤、水中用塗料等

A18-J-1  :水周り(厨房や浴槽で使用するもの)

A18-J-0  :その他

PVC
臭素系難燃剤

フタル酸エステル

使用用途分類　(該当項目の左セルにチェックしてください）

ベリリウム
ビスマス
ニッケル
セレン

放射性物質

アンチモン

最大均質材料含
有率（ppm）

使用部位

Cd-R-3   :ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキに含まれるカドミウム

Cr-R-2   :指令2002/96/ECのカテゴリ3に属する設備(ITおよび通信設備)のうち、
　　　　　｢無塗装金属板およびファスナの腐食防止のための防食表面処理｣および
　　　　　｢電磁波｣シールドに含まれる六価クロム。除外は2007年7月1日まで認められる。

Pb-R-18  :機械加工通し穴付円盤状および平面アレーセラミック多層コンデンサへの
　　　　　はんだ付け用はんだに含まれる鉛

Pb-R-20  :ブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス筐体に含まれる酸化鉛

Pb-R-22  :理事会指令69/493/EECの付属書I（カテゴリ1、2、3および4)で定義されている
          クリスタルガラスに含まれる鉛

Pb-R-21  :高出力(125dB SPL以上の音響パワーレベルで数時間作動すると規定されている)
　　　　　スピーカに使用されるトランスデューサ用はんだとして用いられる鉛合金

A17-J-0  :その他

A18-J-2  :印刷用インキ、防腐剤、かび防止剤、水中用塗料等

A17
酸化トリブチルスズ

（TBTO）

トリブチルスズ(TBT)及び
トリフェニルスズ(TPT)

A18

C02 一部のアゾ染料・顔料
C02-J-0  :その他

各項目の記載方法については、『製品含有化学物質調査・回答マニュアル』を参照して下さい。
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別紙３）グリーン調達 ＲｏＨＳ対応自己宣言書 
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別紙４）包装材の採用基準に関する自己宣言書 
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別紙８）製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書 
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